
事 務 連 絡

平成21年9,月18日

撫鋼 一 一
厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部

、1新 型イ ンフル エ ンザ の診 断 と治療 につ いて

新型イ ンフルエ ンザの診断 と治療 については、8月28日 付事務連絡(「新型イ

ンフルエ ンザ患者数 の増加に向けた医療提供体制の確保等 について」)の 中で も、

簡易迅速検査やPCR検 査 の実施は必須ではな く、臨床所見や地域における感染

の拡が り等 の疫学情報等か ら総合 的に判断 した上で行 うことが可能である旨示

している ところですが、管内医療機 関に対 し、再度下記 について周知徹底 をお

願 い します。

記

1.臨 床所見や地域 におけ る感染 の拡 が り等の疫学情報等 か ら総合的 に判 断

した上 で、医師が抗インフルエ ンザ ウイルス薬に よる治療の開始が必要 と認

める場合 には、治療開始 にあたって簡易迅速検査やPCR検 査の実施は必須で

はない こと。

2.診 療報酬上 も、抗イ ンフルエンザ ウイル ス薬 の投与 にあた り簡易迅速検査

の実施は必須でないこと。
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